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日本学生支援機構（JASSO)

定期採用 説明会

学内奨学金および日本学生支援機構以外の学外奨学金については、
説明会の開催はありません。
学生マニュアル・UPSHOWAに募集時期に随時掲載しています。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
この説明会は日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を新規で申し込む方を対象としています。
学内の奨学金やJASSO以外の奨学金についての説明はありません。
JASSO以外の奨学金については、窓口に直接お問い合わせください。



１．高等教育の修学支援新制度【概要】
①高等教育の修学支援新制度とは？

日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金と大学の授業料減免の支援
2025年度4月からは、多子世帯への制度拡充が始まりました。

②必ず日本学生支援機構の「給付奨学金」申請が必須です。
家計の審査・多子世帯の判断

⇒JASSOがマイナンバーにより取得した住民税情報で判定をいます。

③基準(家計＋学力)を満たしている場合、支援を受けることができます。

④毎年、家計と学力の基準を満たしているか審査があります。
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×学費が「0円」
◯授業料のみが支援対象
HPの学費内訳を確認しましょう

財源＝国費
自覚を持って学業に精励

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「高等教育の修学支援新制度」の概要を説明します。
この制度は、JASSO給付奨学金と大学の授業料減免の2つの支援を受けることができます。
授業料減免ですが、大学のHPから学費の内訳が確認できます。その中の、「授業料」が対象となります。
学費が「0円」になる制度ではありません。

また、家計の審査や多子の判断は、日本学生支援機構がマイナンバーから取得した住民税情報をもとに行います。
授業料減免だけを申請することはできません。
必ず、JASSO給付奨学金への申請が必要です。

支援を受けるためには、家計と学力の両方が基準を満たす必要があり、採用後も継続して適格性の審査があります。



１．高等教育の修学支援新制度【多子世帯】

3

学生本人を含み扶養する子どもが3人以上の学生に対して、所得制限なく、
大学の授業料・入学金を国が定める一定額まで減免する制度です。

【参考】後期申請：2024年12月31日時点の扶養人数を判定

＜留意点＞

◆必ず日本学生支援機構の「給付奨学金」申請が必須です。
◆授業料減免額は年額70万円です。学納金が全額無償化される制度ではありません。

※本制度対象は、学納金内訳の中の「授業料」のみ対象です。

◆授業料減免は多子世帯の方が自動的に減免される制度ではありません。

2025年10月以降に本学に申請手続きをし、選考を経て採否が決定します。
⇒支援は2025年度後期からとなり、前期に遡っての支援は受けられません

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2025年度4月からの「多子世帯への無償化」は修学支援新制度の制度拡充となります。
学生本人を含み扶養する子どもが3人以上の場合を「多子世帯」と認定します。
これまで説明した制度内容と同じで、学費が「0円」となる制度ではありません。
また、「多子世帯」だからといって、自動的に適用はされませんので、JASSO給付奨学金への申請と、
大学への授業料減免申請が必須です。



採用後、卒業まで給付・授業料減免が無条件で継続されません

• 1年前期
• 第Ⅰ区分(家計)

機構審査

• 1年後期～2年前期
⇒第Ⅱ区分(家計)

• 1年次学力(〇)

機構審査
• 2年後期～3年前期 ⇒
支援対象外(家計)

• 2年次学力(警告)

機構審査

• 3年後期～4年前期 ⇒
第Ⅲ区分(家計)
3年後期給付再開

• 3年次学力(廃止)

機構審査
• 4年生
• 支援対象外

(学力×家計〇)

卒業

1年前期：第Ⅰ区分
1年後期：第Ⅱ区分

2年前期：第Ⅱ区分
２年後期：対象外

3年前期：対象外
3年後期：第Ⅲ区分

4年前後期：対象外
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１．高等教育の修学支援新制度【参考例】
※多子世帯含む

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの図は、1年時は第一区分で採用となったが、卒業までに家計もしくは学力のいずれかが不適格となり、支援対象外となる時期がある例です。
最初の支援対象外は、家計の基準を満たさなかった、2年生後期から3年前期です、
3年後期には、家計の基準を満たし、支援再開となりましたが、学力基準を満たさず、2回目の支援対象外が4年生となった場合の例です。
あくまでも、一例ですが、この制度は、採用となったからと言って、卒業まで、支援が継続される制度ではありませんので、ご注意ください。



毎年、家計基準(多子判定)を日本学生支援機構が行います。
対象：学生と生計維持者(父母)
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１．高等教育の修学支援新制度【家計審査】
※多子世帯含む

あ例えば、アルバイトをたくさんして、
学生の収入が多くなった

例えば、親の転職で収入が増えた

例えば、兄弟が扶養からはずれた

JASSO審査
毎年実施

※前年の税情報

【10月以降】
支援対象外
支援額の減額

支援額は毎年変わる
可能性があります

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
採用後、毎年、家計・多子の審査をJASSOが行います。
審査の対象となるのは学生と生計維持者である父母となります。
学生の収入も審査となりますので、アルバイトをたくさん行い、収入が多くなると、支援対象外となる場合がありますので、
注意が必要です。



１．高等教育の修学支援新制度【家計審査】
学生と親(生計維持者)の収入を審査 ※多子世帯含む

【進学資金シミュレーター】
あなたの世帯構成で収入基準に該
当するかおおよその目安として確
認できます。
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【資産基準】

【収入・所得の上限の目安】

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
修学支援新制度には、収入・所得のほかに、資産の上限も設けられています。
ご自分の家庭が支援に該当するかどうかは、機構のHPに「進学資金シュミレーター」が準備されています。
おおよその目安として確認することができます。
この結果はあくまでも目安ですので、シュミレーターで非該当となっても、申請することはできます。



１．高等教育の修学支援新制度【学力】
※多子世帯含む
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毎年、学力基準をみたしているかどうか、審査があります。

【廃止】
→支援の打ち切り

(給付奨学金：授業料減免)

①卒業延期が確定した場合
②修得単位数が標準単位数の６割以下の場合
③出席率が6割以下など、学習意欲が著しく低
いと学校が判断した場合
(④2年連続「警告」に該当した場合)

【停止】→支援の1年間停止
(給付奨学金：授業料減免)

①2年連続「警告」だが、その事由が「GPAが
学科学年の下位1/4」のみに該当

【警告】
①修得単位数が標準単位数の7割以下の場合
②平均成績が下位1/4の場合
③出席率が８割以下など、学習意欲が低いと学
校が判断した場合

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの図は、採用後毎年年度末に行われる、学力審査の基準です。
毎年、20名弱の学生が、実際に「廃止」となり、支援が打ち切られています。
採用後は、学力の維持向上に努めてください。



１．高等教育の修学支援新制度【学力：申請時】
※多子世帯含む
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【1年生】
評定平均値3.5以上

【2年生以上】
GPAが学科学年の
上位1/2の範囲内

基準を満たして
いない場合

自立し、活躍する目標を持って学
習する意欲を有していることが、
学修計画書により確認できること

2年生以上⇒標準単位数以上必須

※標準単位数＝卒業に必要な単位数／4×在学年数

申請者は「学修計画書」を
全員提出します

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの図は、申請時の学力基準を示しています。
1年生は高校の評定平均3.5以上、2年生以上はＧＰＡ上位1/2以上が必要です。
ただ、申請時に限り、基準を満たしていなくても「学修計画書」により、学修意欲が確認できた場合は、採用となる場合があります。
なお、給付奨学金を申請する方は、全員「学修計画書」を提出してもらいます。



１．高等教育の修学支援新制度
【JASSO奨学金給付額】 ※多子世帯含む

◆自宅外通学とは・・・
生計維持者と別居し、
家賃を支払って生活していること
かつ次のいずれかに該当(片道)
①通学距離が60Km以上
②通学時間が120分以上
③通学費が月1万円以上
④通学時間が90分以上で、運行本数が1時間1本
※日本学生支援機構の審査完了後、

「自宅外通学」での給付が始まります。
→採用時は「自宅通学」の月額となります。
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自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分 38,300円 75,800円
第Ⅱ区分 25,600円 50,600円
第Ⅲ区分 12,800円 25,300円
第Ⅳ区分

(多子世帯のみ)
9,600円 19,000円

多子世帯
※所得制限なし

0円 0円

多子世帯※所得制限なし

給付奨学金⇒「0円」
授業料減免⇒年額上限「70万円」

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの表は、採用となった場合のJASSO給付奨学金の月額です。
通学形態と支援区分によって、給付月額が異なります。
なお、「自宅外通学」の月額を受けるためには、採用決定度、別途、JASSOの審査が必要です。
条件としては、「家賃支払いがある」ことです。まれに、自宅から2時間かかって通学しているという理由で自宅外を選択する方がいますが、父母と同居している方は、自宅外とはなりません。
また、所得制限なしの多子採用となった場合には、給付月額は「0円」となります。




１．高等教育の修学支援新制度
【貸与奨学金併給調整】
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自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分 0円 0円

第Ⅱ区分 0円 0円

第Ⅲ区分 21,700円 19,200円

第Ⅳ区分 0円 0円

第一種奨学金の貸与月額：多子世帯以外

第一種奨学金の貸与月額：多子世帯
自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分(多子世帯) 0円 0円

第Ⅱ区分(多子世帯) 0円 0円

第Ⅲ区分(多子世帯) 0円 0円

第Ⅳ区分(多子世帯) 0円 0円

多子世帯 0円 5,600円

給付奨学金の支援区分に応じて
貸与月額が調整されます。

調整前金額で振込済み貸与奨学金は、
貸与終了後に返還が必要な場合があ

ります。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの表は、JASSOの給付と第一種奨学金を同時に利用している場合の、貸与奨学金の併給調整額となります。
よく、第一種奨学金が振り込まれていないと相談がありますが、併給調整があり、月額「0円」となる場合があることを、忘れないでください。



【生計維持者確認チャート】
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【在留資格に関する要件】

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
では、「生計維持者」とは誰なのかということですが、こちらの表は「奨学金案内」から抜粋しています。
収入があるかどうかではなく、父母2人がいる場合は、生計維持者は2名となります。
各自で、だれが生計維持者となるか確認してください。
なお、こちらの生計維持者は貸与についても、同じ考えかととなります。

なた、在留資格についても条件があります。

その他、高校卒業から入学までの年数など細かな条件がありますので、奨学金案内を必ず確認してください。



１．高等教育の修学支援新制度【提出書類】
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【記入の際の注意事項】誤字・脱字、修正液などの訂正、内容不足の場合は、再提出
「1年生時な【授業名】【授業名】・・・2年生は【授業名】【授業名】・・・3年生は【授業名】【授業名】・・・4年生は【授業
名】・・・を履修し・・・」など、学修「計画」を具体的に記入すること。具体的ではない場合は「不適格」となります。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
給付奨学金の申請を希望する方は、「学修計画書」と「授業料減免申請書」の提出が必要です。
「学修計画書」は学習意欲・学修計画を確認するための重要な書類です。
また、「学修計画」となっていますので、4年間の学修計画をより具体的に記載してください。
授業料減免申請書と学修計画書は本日全員にお配りしています。
給付奨学金を申請する方は、使用してください。




２．日本学生支援機構貸与奨学金【学力】
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【第一種：無利子】①
◆1年生：評定平均3.5以上かつ、

前期のGPAが学科学年の上位1/3以内

◇2年生以上：GPAが学科学年の上位1/3以内、標準
単位数修得済み

給付奨学金との併給調整あり

【第二種：有利子】
平均水準以上

(参考)GPAが学科学年
上位1/2程度、標準単
位数修得済み
※１年生評定平均＋前期までの成績

【第一種：無利子】②
◇貸与額算定基準額「0円」の場合
①GPA上位1/2 or ②学修意欲

対象者には
個別に手続
き方法を連
絡します。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に、JASSOの貸与奨学金についてご案内します。
貸与奨学金は無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金があります。
申請時の学力基準は画面の通りです。
なお、先ほど説明した通り、第一種奨学金には、給付奨学金との併給調整があります。



２．日本学生支援機構貸与奨学金【家計】
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの表は、貸与奨学金の家計の目安です。
奨学金案内から抜粋していますので、詳細は奨学金案内やJASSOのHPを確認してください。



２．日本学生支援機構貸与奨学金
【転職により収入が減少した場合①】
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申し込み
マイナンバー
から家計審査

第一希望不採用

大学から追加
書類の依頼

追加書類の
提出

家計の

再審査

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2024年1月2日以降に、転職により収入が減少した場合、第一希望の奨学金が不採用となった後、再審査を受けることができます。
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右記、3点✓が入ってい

ないと、再審査対象とな
りません。

なお、選考完了が大幅
に遅れることがあります。

２．日本学生支援機構貸与奨学金
【転職により収入が減少した場合①】

後期申請：以下の通り読み替え
2023⇒2024、2024⇒2025

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2024年に転職で収入が減少した方で、再審査を希望する方は、
申請する際、画面の通り、3点にチェックを入れる必要があります。
こちらにチェックを入れていないと、2024年に収入が減少しても、
再審査を受けることはできませんので、該当する方は注意してください。



２．日本学生支援機構貸与奨学金
【保証制度①機関保証制度】

【機関保証制度】
•保証料を支払うことにより、保
証機関が連帯保証します。連帯保
証人・保証人は不要です。ただし、
本人の住所・電話番号を照会でき
る人を１人届け出る必要がありま
す。
•保証料は毎月の奨学金から一定
の金額を差し引く形で支払います。
•返還誓約書提出時に保証依頼書
（兼保証委託契約書）の提出が必
要です

【保証料】

保証料月額

第
一
種

第
二
種

例)貸与月額７万円の場合
－保証料3,681円

毎月の振込額66,319円 17

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
貸与型奨学金を利用する方は、2種類ある保証制度の中から、一つを選択してください。
一つ目は「機関保証制度」です。
毎月の奨学金から、保証料を支払うことで、保証機関が連帯保証します。
支払方法は毎月の奨学金から保証料を差し引く形で支払います。
例えば、第二種奨学金を毎月７万円貸与する場合、
保証料3,681円を引いた、66,319円が奨学金として振り込まれます。
画面右側は、保証料月額の一例です。
詳細は「貸与奨学金案内」をご確認ください。



【人的保証制度】

■連帯保証人と保証人を選任します。
奨学生本人が奨学金を返還できなくなった場合に連
帯して責任を負う制度です。
・連帯保証人→原則として父又は母。
・保証人→ 父母を除く４親等以内の成年親

族（おじ・おば、兄弟姉妹・いとこ）の
うち、奨学生本人及び連帯保証人と別生
計の者。申込時に６５歳未満の方。
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２．日本学生支援機構貸与奨学金
【保証制度②人的保証制度】

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
もう一つが「人的保証制度」です。
連帯保証人と保証人の2人を選任します。
連帯保証人は父母のどちらか、保証人は父母を除く、4親等以内の成年親族で父母・学生と別生計で、申し込み時に65歳未満の方です。
画面左側に、4親等以内の親族の例を示していますので、確認してください。

なお、人的保証制度を利用する方は、採用後、連帯保証人・保証人に、署名・押印、証明書を
提出していただく必要があります。その時、条件を満たしていないことが分かった場合や、
署名・押印を拒否された場合、採用取消となり、貸与済みの奨学金の返金が求めれる場合があります。

必ず、申請前に、保証を引き受けることの承諾を受けてください。



保証人：65歳以上の祖父母や離婚した父母を選任する場合
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２．日本学生支援機構貸与奨学金
【保証制度①人的保証制度】

貸与予定総額の返還を確実に保証できる収入(資
力)があると認められる人のみ、選任可能。
※保証人は貸与総額の1/2

採用後、左図の収入証明書の提出必須。

⇒採用後、条件を満たした証明書が出せない場合は、「採用
取消」や「機関保証」への変更が必要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
また、保証人の条件を満たしていない方、例えば65歳以上の祖父母や
離婚した父母を選任する場合ですが、画面に示している、条件を満たす必要があります。

採用後に、基準をみたした証明書類などを提出できない場合は「採用取消」「機関保証」への変更などが必要です。
必ず要件を満たした証明書類が提出できることを、確認してから、申請してください。



２．日本学生支援機構貸与奨学金
【保証制度の変更】
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらは、参考として保証制度の変更方法を掲載しています。
詳細は、後ほど確認してください。
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２．日本学生支援機構貸与奨学金
【第一種月額】

【第一種：無利子】
貸与のみ利用

【第一種：無利子】給付併用

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
第一種奨学金の貸与月額の一覧表です。
先ほどからご案内していますが、給付奨学金と同時に利用している場合は、併給調整があります。
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２．日本学生支援機構貸与奨学金【第一種返還方式】

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
第一種奨学金の返還方法のご案内です。申請時に、「所得連動」か「定額」のどちらかを選択します。
詳細については、奨学金案内をご確認ください。
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２．日本学生支援機構貸与奨学金
【第二種月額・利率・返還方法】

2万円～12万円の間で1万円単位で額を選択

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの画面は、第二種奨学金の貸与月額・利率・返還方法を表しています。
月額は2万円から12万円の間で1万円単位で選択できます。
利率は「固定」と「変動」の二種類があり、申請時にどちらかを選択してください。
返還方式は「定額」のみとなります。



3．申込スケジュール
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【配付した封筒を確認】

「１」⇒「２」⇒「３」⇒「４」⇒「５」
の順番に手続きを行います。

※「５」を提出して手続き完了です。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
申込みのスケジュールです。
本日、お配りした水色の封筒を確認してください。
出願の流れの1番から順番に5番まで行って、手続きが完了します。
なお、手続き5番で大学に書類を提出する際は、お手元の水色の封筒に入れて、提出してください。



3．申込スケジュール
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【留意点】給付奨学金(多子世帯)申請の方

・日本学生支援機構がマイナンバーから取得する「税情報」をもとに、「多子」かどうか確認します。

※以下の期間に、新たに出生した子等(弟・妹など)がいる場合は、「税情報」に反映していないので、別
途書類の提出が必要です。

◆対象期間 令和7年1月1日～令和7年8月31日

◆手続き方法 「◆出願の流れ◆2」の「スカラネット入力下書き用紙」と書類の提出」時に、大学奨
学金窓口に書類を提出してください。

・提出書類：【「新たに生まれた子等」の数の申告書】と証明書類(出生証明書、戸籍抄本など)

※「申告書」は学生支援課窓口で受領してください。

対象の方は、早めに書類を学生支
援課窓口に受け取りに来てください。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2025年1月1日以降に、出生した子については、税情報に反映していません。
多子として認定されるためには、別途、「申告書」と証明書類の提出が必要です。
手続き方法は、出願の流れ２．「スカラネット入力下書き用紙」と書類の提出時に、大学の奨学金窓口に書類を提出してください。
なお、申告書は学生支援課窓口で配布していますので、対象となる場合は、早めに学生支援課窓口まで
書類を受け取りに来てください。



3．申込スケジュール
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【留意点】給付奨学金(多子世帯)申請の方

・日本学生支援機構がマイナンバーから取得する「税情報」をもとに、「多子」かどうか確認します。

※以下の期間に、「死別・離婚・暴力などからの避難など」の扶養の異動を伴う事実があり、生計維持者
の「扶養する子」が3人以上であることが公的証明書類などで確認できる者も「多子世帯」となる場合があ
ります。

◆対象期間 令和7年1月1日～令和7年8月31日

◆必要書類 ※必要書類は状況により異なります。まずは、学生支援課窓口にご相談に来てください。

①世帯全員の住民票

②戸籍謄本写しなど、事由及び事由発生日が確認できる公的証明書

③児童手当額改定通知書など、3人以上扶養していることが確認できる公的証明書

④申告書

対象の方は、早めに書類を学生支
援課窓口に受け取りに来てください。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2025年1月1日以降に、「死亡・離婚・暴力などの避難など」の理由で、税情報から扶養人数を確認できない方は、
別途、書類を提出することで、多子世帯の審査を受けることが可能です。
提出書類の詳細は、個別の事情により異なりますので、該当する場合は、学生支援課窓口に早めに
相談に来てください。



４．奨学金案内必読
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ダイジェスト版には
記載のない、重要
事項がありますの
で、申請する方は、
必読し、内容を理
解してください。

Googleフォームにリンク
がありますので、必読
後、回答しています。

申請に進んだ方は「奨学
金案内」の内容を理解
したと判断します。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
奨学金案内についてです。
本日は、ダイジェスト版を配布しています。
奨学金の申請・制度を理解するための重要事項は、奨学金案内に記載があります。
申請希望調査のGoogleフォームにも、奨学金案内を読み・理解したか確認する、設問があります。
Googleフォームへの回答をもって、制度を理解したと判断しますので、適当に回答せず、
もし、まだきちんと読んでいない方は、必ず確認してください。
⇒参考に奨学金サイトを開く⇒マニュアルを開く⇒JASSOリンクから奨学金案内まで開いて見せる
　https://agekke-scholarship.com/swu/moshikomi-zaigaku/




奨学金窓口案内
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大学1号館1階 教学支援センター 学生支援課内

【対応時間】
窓 口 平日のみ10:00～15:00
電話・EMAIL 平日のみ8:45～17:00
※土日祝日は書類提出も含め、奨学金は対応しておりません。

※原則として学生本人以外からの問い合わせには回答して
おりません。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最後に、奨学金窓口をご案内します。
場所は、大学の1号館1階の教学支援センターの学生支援課にあります。
窓口での質問対応・書類提出は平日のみの10時～15時となっています。
電話・メールも平日のみの対応となっていますので、時間内での対応にご協力をお願いします。

また、奨学金に関する質問などは、学生本人からお問い合わせください。奨学金を利用するのは、
学生である皆さんご自身です。自分で利用する制度をきちんと理解していただきたいので、
ご自分で窓口に聞きに来てください。
もし、親御さんなどからお問い合わせがあった際も、回答は学生さんご自身へお知らせします。

続いて、スカラネット入力方法などを具体的にお知らせします。
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